
（審査委員名　：　　　　　　　　　）

①：評点の理由※１ ②：確認事項（面接審査の際に説明を求めるもの）
※任意

① 目標設定は妥当か。

② 国内外の研究開発動向、人材育成動向及びベンチ
マークの分析は適切か。コアコンピタンスが明確か。

③ 開発の成果について、量子技術の産業人材育成に
資するか、および一般社会へのリテラシーの普及ある
いは波及効果が期待できるか。

① 目標達成を目指すためのマイルストーン設定は妥
当か。

② 開発の目標や目的を達成するための実施計画が具
体的かつ明確に設定されているとともに、実現性が高く
妥当なものとなっているか。

① 求められる人材像、育成対象となる受講者の範囲、
構成等の教育内容、具体的な育成方法、教育到達度
の評価方法や効果的なイベント等について充分に検討
されているか。

② 専門家の育成を目標にすると同時に、受講者には
常に多様なキャリアパスの選択を可能とすることを念
頭に、広い視野と高い見識をもつ契機となるよう配慮さ
れているか。

③ 受講者に何らかのインセンティブがあるように工夫
されているか。

④ 企業ニーズの取り込みや分野融合の促進、国際的
な水準の確保等を念頭に、複数の分野の知見を基にし
た新たな産業育成等の観点も含めて実施内容が検討
されているか。

⑤ 量子人材のすそ野を広げるための効果的なアウト
リーチについて検討されているか。

⑥ 新規性・進歩性を有するか

⑦その他、具体的な開発内容は妥当か。

① 研究開発代表者の能力、実績は妥当か。

② 研究開発者のそれぞれの能力、実績は妥当か。

③ 国内外の大学・研究機関・企業等との連携等、優れ
た若手人材が組織や分野の枠を超えて、量子技術に
関する新たな知見・技能等を習得することができるよう
な方策が講じられているか。

（５） ワーク・ラ
イフ・バランス
等の推進に関
する評価※３

① ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又
は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有し
ていること。

（６） その他（点
数化しない）

① 他制度からの補助金、助成金等を受けている場合、
その研究開発との仕分けが明確であるか。また、既存
の実施課題等との重複がないか。

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）等
・認定段階1（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝0.4点
・認定段階2（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝0.6点
・認定段階3＝0.8点
・プラチナえるぼし認定＝1.04点
・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が300人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）＝
0.2点
○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）
・旧くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号）による改正前の認定基準又は同附則第２条第３項の規定による経過措置により認定）＝0.4点
・新くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号）による改正後の認定基準により認定）＝0.48点
・プラチナくるみん認定＝0.6点
○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定
・ユースエール認定＝0.6点
○上記に該当する認定等を有しない＝0点

光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）に係る書面審査用評価シート（人材育成）

※１　（１）～（４）の各項目について、以下の「審査基準」に従って１～５点を記入してください。３点以下をつける場合はコメント①に必ず理由を記入してください。
        ４点以上の場合もコメントがありましたら記入してください。審査の際に審査委員で共有します。

　審査基準
　５点＝優れている　４点＝適切である　３点＝ほぼ適切である（内容の一部見直しが必要であるが採択可能）　２点＝あまり適切でない（内容の大幅な見直しが必要）　１点＝不適切である

そ　の　他　コ　メ　ン　ト　※任意
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（２） 研究開発
の実施計画（マ
イルストーン）
の妥当性

課題番号　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評点
※１

（１・２・３・４・５）

コ　メ　ン　ト※２

評　価　の　観　点

（１） 研究開発
の達成目標の
妥当性

※２　いただいたコメントは②のみを提案者に伝達します。コメントの有無に関わらず、疑問点については面接審査の際に提案者に質問することができます。

※３　（５）の項目に対して、以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認
定等に準じて評価を行う。

（３） 研究開発
の内容の妥当
性

（４） 開発体制
の妥当性


